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本当は怖いサポート要件と発明の本質
－実務者の邪（よこしま）な心と実務の疚（やま）しき踏襲とが狙い澄まして裁かれた。－

会員　宮下　洋明

要　約
　サポート要件に関する判決は，厳し過ぎる。近年，そのような実務者の声を見聞きする。果たして，実務者
の声は，正しいのだろうか。何故，サポート要件充足性を敢えて判断するのか。実務者が直視すべきは，サ
ポート要件の争点化の真因である。一連のサポート要件判決が炙り出したのは，実務の甘さである。
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1.序論
　（1）　実務者の声
　サポート要件に関する判決は，厳し過ぎる。近年，
そのような実務者の声（1）を見聞きする。この声が上
がっているのは，化学分野であり，とりわけ，食品分
野である（2）（3）（4）。なぜなら，この分野で頻繁に争われ
るのがサポート要件充足性だからである（5）（6）（7）（8）。

　（2）　実務者の声に対する疑問
　実務者の声は，正しいのだろうか。確かに，裁判に
おいて，サポート要件充足性を判断するのは，例外的
である（9）。言い換えれば，特許要件の一丁目一番地は，
新規性及び進歩性である。にもかかわらず，何故，サ
ポート要件充足性を敢えて判断するのか。実務者が直
視すべきは，サポート要件の争点化の真因である。

　（3）　サポート要件
　サポート要件を一言で言えば，裏付け要件である。
釈迦に説法ではあるが（10），簡単に纏めると，以下の
とおりである。

　（3－1）　条文
　サポート要件を規定するのは，特許法第 36 条第 6
項第 1号である。
　　特許法第 36 条第 6項第 1号
　　�「6　第二項の特許請求の範囲の記載は，次の各号
に適合するものでなければならない。

　　�一　特許を受けようとする発明が発明の詳細な説
明に記載したものであること。」
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　（3－2）　趣旨
　サポート要件の趣旨は，特許制度の趣旨の担保であ
る（11）（12）（13）。ここで，特許制度の趣旨とは，発明公開
の代償としての排他的権利の付与である。

　（3－3）　知財高裁大合議判決（偏光フィルム事件）
　偏光フィルム事件の知財高裁大合議判決（14）（以下，
「大合議判決」という。）で示されたのは，「特許を受
けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したも
の」（特許法第 36 条第 6項第 1号）であるか否かを実
質的に判断する点である。具体的には，以下のとおり
である。
　　特許請求の範囲に記載された発明が，
　　�形式的サポート要件：発明の詳細な説明に記載さ
れた発明であり，

　　かつ，
　　�実質的サポート要件：発明の詳細な説明の記載に
より又はその記載や示唆がなくとも当業者が出願
時の技術常識に照らし当業者が当該発明の課題を
解決できると認識できる範囲のものである。

　この大合議判決で追認されたのは，平成 15 年改訂
審査基準である。それ以前の平成 5年改訂審査基準で
要求していたのは，形式的サポート要件のみである。
この基準の内容を抜粋すると，「（サポート要件とは，）
用語の統一など形式的整合性を求める形式的要件」で
ある。そのような形式的判断を改めたのは，平成 15
年改訂審査基準である。この基準で新たに要求したの
は，実質的サポート要件である。

2.本論
　サポート要件争点化の真因は，課題解決の作用機序
及び実験結果の意義（考察）が蔑ろにされていること
である。すなわち，特許請求の範囲の記載の巧拙を問
わず，明細書の記載は，旧態依然，特許請求の範囲の
記載の写し又は書き下し文にすぎない。また，特許請
求の範囲の拙い
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記載に反映されていないのは，課題解
決の作用機序及び実験結果の意義の考察である。それ
故，明細書を通覧しても，発明が理解できない。つま
り，一連のサポート要件判決が炙り出したのは，実務
の甘さである。具体的には，以下のとおりである。

　（1）　特許請求の範囲の起草の心得
　特許請求の範囲の起草者が叩き込まれる心得は，
「発明の本質を見抜（け）」（15）である。そのような心得
を言い換えると，「発明を思想化せよ」（16）である。特
許請求の範囲の記載（以下，「クレイム」ということ
もある。）の良し悪しを決めるのは，如何に発明の本
質を見抜けるか，だからである。ここで，「発明の本
質」とは，課題解決の作用機序である。「特許発明の
本質的部分」（ボールスプライン最高裁判決（17）の均等
論第 1要件）の判断でも考慮されるのは，「本件発明
の目的，作用効果」（18）である。

　（2）　特許請求の範囲の起草の現状
　実務者に期待されるのは，如何に発明を有利に特定
するのかであり，具体的には，発明の拡張及び侵害立
証の容易化である。特許請求の範囲の記載の柔軟性の
下，実務者が最低限意識するのは，特許請求の範囲の
記載の明確性である。他方，サポート要件は，殆ど意
識されない。具体的には，以下のとおりである。

　（2－1）　発明の拡張
　実務者に期待されるのは，新規性・進歩性の具備も
然ることながら，発明の拡張（19）である。図 1で示さ
れるのは，発明の拡張の概念である。すなわち，対象
技術（発明者の提案）を多面的に検討することで，対
象技術以外の技術（例えば，代替技術など）が認識さ
れる。
　表 1で示されるのは，ソフトウェア技術での拡張例
である。当初の課題「ルート線図の視認性向上」を多
面的に検討すると，その視点は，「設計変化点の極小
化」及び「処理速度の向上」である。前者の視点から
認識されるのは，課題「既存DBの構成を維持する」
及びその解決手段「画像変換を採用する」である。こ
の解決手段は，当初の解決手段でもある。他方，後者
の視点から認識されるのは，課題「処理速度を下げな
い」及びその解決手段「影付きルート線図をDB化す
る」である。この解決手段は，新たに認識される解決
手段である。
　表 2で示されるのは，食品加工技術での拡張例であ
る。当初の課題「柑橘飲料の酸味低減（風味向上）」
を多面的に検討すると，その視点は，「製造コストの
低減」及び「自然な風味」である。前者の視点から認
識されるのは，課題「安価な高酸度（酸っぱい）柑橘
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搾汁液のみを用いる」及びその解決手段「脱酸処理を
採用する」である。この解決手段は，当初の解決手段
でもある。他方，後者の視点から認識されるのは，課
題「脱酸樹脂の臭いを避ける」及びその解決手段「低
酸度柑橘を搾汁する」である。この解決手段は，新た
に認識される解決手段である。

図 1　発明の拡張の概念図

表 1：ソフトウェア技術の拡張例

対象技術 課題 ルート線図の視認性向上

解決手段

・�処理A：ルート線図を変換して影付
きルート線図とする。

・�処理 B：交差点立体図及び影付き
ルート線図を重畳して交差点拡大図
とする。

・�交差点拡大図のルート線図は，浮き
上がって見える。

・�地図データベース（DB）に従来か
ら格納されているのは，ルート線図
及び交差点立体図のみである。影付
きルート線図は，格納されていない。

発明拡張

多面的
視点

視点①：設計変化
点の極小化
・�視認性の向上あ
たり，既存 DB
の構成を維持す
るため，画像変
換を採用する。

視点②：処理速度
の向上
・�視認性の向上に
あたり，処理速
度を下げないた
め，影付きルー
ト線図を DB 化
する。

特許請求
の範囲（20）

請求項案① 請求項案②
ナビゲーションプ
ログラムであって，
コンピュータに実
行させるのは，次
の処理である：
・�処理A：地図DB
上のルート線図
を変換して影付
きルート線図と
し，かつ，

・�処理B：地図DB
上の交差点立体
図及び変換で得
られた影付き
ルート線図を重
畳して交差点拡
大図とする。

ナビゲーションプ
ログラムであって，
コンピュータに実
行させるのは，次
の処理である：
・�処理C：地図DB
上の影付きルー
ト線図を読み出
し，かつ，

・�処理D：地図DB
上の交差点立体
図及び読み出さ
れた影付きルー
ト線図を重畳し
て交差点拡大図
とする。

　（2－2）　侵害立証の容易化
　上述に加えて，実務者に期待されるのは，侵害立証
の容易化である。特許発明の実施が立証困難ならば，
特許発明は容易に模倣される。そのような特許は，財
産であるどころか，罪

4

産である。なぜなら，特許発明
は，公開されるばかりで，実質的に保護されないから
である。
　図 2で示されるのは，クレイムチャートである。特

表 2：食品加工技術の拡張例

対象技術 課題 柑橘飲料の酸味低減（風味向上）

解決手段

・�工程A：高酸度柑橘搾汁液を脱酸し
て脱酸液とする。

・�工程 B：高酸度柑橘搾汁液及び脱酸
液を調合して柑橘飲料とする。

・�柑橘飲料の酸度は，所定の値以下で
ある。

発明拡張

多面的
視点

視点①：製造コス
トの低減
・�酸味低減にあた
り，安価な高酸
度（酸っぱい）
柑橘搾汁液のみ
を用いるため，
脱酸処理を採用
する。

視点②：自然な風
味
・�酸味低減にあた
り，脱酸樹脂の
臭いを避けるた
め，低酸度柑橘
を搾汁する。

特許請求
の範囲

【請求項X】
柑橘飲料の製造方
法であって，それ
を構成するのは，
次の工程である：
・�工程 A：高酸度
柑橘搾汁液を脱
酸して脱酸搾汁
液とし，かつ，

・�工程 B：高酸度
柑橘搾汁液及び
脱酸搾汁液を調
合して柑橘飲料
とする。

【請求項X】
柑橘飲料の製造方
法であって，それ
を構成するのは，
次の工程である：
・�工程 C：低酸度
柑橘を搾汁して
低酸度柑橘搾汁
液とし，かつ，

・�工程 D：低酸度
柑橘搾汁液及び
高酸度柑橘搾汁
液を調合して柑
橘飲料とする。

図 2　クレイムチャート
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許権の行使にあたり，特許権者が準備するのは，クレ
イムチャートである。クレイムチャートで示されるの
は，特許請求の範囲の分説，イ号製品の分説，及びそ
れらに対応する証拠の所在である。つまり，特許請求
の範囲の起草にあたり，実務者が留意すべきは，証拠
入手が容易か否かである。
　表 3で示されるのは，ソフトウェア技術での立証容
易化例である。詳説しないが，内部処理「変換」及び
「重畳」（案①）の立証は，困難である。また，データ
構造「地図 DB上」の「影付きルート線図」（案②）
の立証も困難である。他方，出力値「交差点拡大図」
及び「影付きルート線図」（案③）の立証は，容易で
ある。つまり，ソフトウェア技術において，特許請求

の範囲で特定されるのは，内部処理ではなく，出力値
又は入力値である。
　表 4で示されるのは，食品加工技術での立証容易化
例である。製造工程「脱酸」及び「調合」（案①）並
びに「搾汁」及び「調合」（案②）の立証は，困難で
ある。他方，食品の分析値「酸度」（案③）の立証は，
容易である。つまり，食品加工技術において，特許請
求の範囲で特定されるのは，製造工程ではなく，食品
の分析値である。

　（2－3）　特許請求の範囲の記載の柔軟性
　そのような自由演技的起草を支えているのは，特許
請求の範囲の記載の柔軟性（特許法第 36 条第 5 項第
1文）である（21）。当該条文を引用すると，以下のとお
りである。

　　特許法第 36 条第 5項第 1文
　　�「第二項の特許請求の範囲には，請求項に区分し
て，各請求項ごとに特許出願人が特許を受けよう
とする発明を特定するために必要と認める事項の
すべてを記載しなければならない。」

表 3：ソフトウェア技術の立証容易化例

特許請求の範囲 侵害立証の難易
案① 【請求項X】

ナビゲーションプログラ
ムであって，コンピュー
タに実行させるのは，次
の処理である：
・�処理 A：地図 DB 上の
ルート線図を変換して
影付きルート線図とし，
かつ，
・�処理 B：地図 DB 上の
交差点立体図及び変換
で得られた影付きルー
ト線図を重畳して交差
点拡大図とする。

困難である。
・�購入したナビゲーショ
ンソフトウェアを実行
しても，「ルート線図を
変換して」いるか否か，
「重畳して」いるか否か
は，不明である。

案② 【請求項X】
ナビゲーションプログラ
ムであって，コンピュー
タに実行させるのは，次
の処理である：
・�処理 C：地図 DB 上の
影付きルート線図を読
み出し，かつ，
・�処理 D：地図 DB 上の
交差点立体図及び読み
出された影付きルート
線図を重畳して交差点
拡大図とする。

困難である。
・購入したナビゲーショ
ンソフトウェアを実行し
ても，「地図 DB 上」の
「影付きルート線図」の存
否，「重畳して」いるか否
かは，不明である。

案③ 【請求項X】
ナビゲーションプログラ
ムであって，コンピュー
タに実行させるのは，次
の処理である：
・�処理 E：交差点拡大図
を表示し，ここで，前
記交差点拡大図を構成
するのは，少なくとも，
影付きルート線図である。

容易である。
・�購入したナビゲーショ
ンソフトウェアを実行
すれば，「交差点拡大図」
が表示され，その画面
要素「影付きルート線
図」が表示される。

表 4：食品加工技術の立証容易化例

特許請求の範囲 侵害立証の難易
案① 【請求項X】

柑橘飲料の製造方法で
あって，それを構成する
のは，次の工程である：
・�工程 A：高酸度柑橘搾
汁液を脱酸して脱酸搾
汁液とし，かつ，

・�工程 B：高酸度柑橘搾
汁液及び脱酸搾汁液を
調合して柑橘飲料とす
る。

困難である。
・�購入した柑橘飲料を分
析しても，「高酸度柑橘
搾汁液を脱酸して」い
るか否か，「脱酸搾汁液
を調合して」いるか否
かは，不明である。

案② 【請求項X】
柑橘飲料の製造方法で
あって，それを構成する
のは，次の工程である：
・�工程 C：低酸度柑橘を
搾汁して低酸度柑橘搾
汁液とし，かつ，

・�工程 D：低酸度柑橘搾
汁液及び高酸度柑橘搾
汁液を調合して柑橘飲
料とする。

困難である。
・購入した柑橘飲料を分
析しても，「低酸度柑橘を
搾汁して」いるか否か，
「低酸度柑橘搾汁液」を
「調合して」いるか否か
は，不明である。

案③ 【請求項X】
柑橘飲料であって，
その酸度は，所定の値以
下である。

容易である。
・�購入した柑橘飲料を分
析すれば，「柑橘飲料」
の「酸度」が判明する。
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　（2－４）　特許請求の範囲の記載の明確性
　前述した柔軟性の一方で，特許法が要求するのは，
特許請求の範囲の記載の明確性である（特許法第 36
条第 6 項第 2号）。特許・実用新案審査基準で示され
る明確性の考え方は，大まかに述べると，記載自体が
明確か否か，及び，発明が把握されるか否かであ
る（22）。当該条文を引用すると，以下のとおりである。

　　特許法第 36 条第 6項第 2号
　　�「6　第二項の特許請求の範囲の記載は，次の各号
に適合するものでなければならない。

　　�二　特許を受けようとする発明が明確であること。」

　とはいえ，筆者が実感する限り，記載自体（字面）
が明確なら，発明が把握されるか否かは措くとして
も，明確性は必ずしも否定されない。図 3で示される
のは，「角（つの）を備えたロッカー」の模式図であ
る。例えば，特許請求の範囲の記載「角（つの）を備
えたロッカー。」の明確性は，否定されない。なぜな
ら，何故，「ロッカー」における「角」の技術的意味
が疑問だとしても，字面「角」，「を備えた」及び
「ロッカー」は，それぞれ，明確だからである。嘗て
は，「ロッカー」における「角」の技術的意味が審査
され，或いは審理されていた。

図 3　角を備えたロッカーの模式図

　（2－５）　サポート要件の位置づけ
　特許請求の範囲の起草段階において，サポート要件
は，殆ど意識されない。なぜなら，多くの実務者が最
初に起草するのは，明細書ではなく，特許請求の範囲
だからである。諸先輩方の声を要約すれば，「クレイ
ムがキマ（決ま）れば，後は簡単ですよ。」というこ
とである。後述するが，この「後は簡単ですよ。」が
曲者なのである。

　（3）　邪（よこしま）クレイムの起草
　欲が強すぎると，特許請求の範囲の記載は，恣意的

に編み出される。以下では，恣意的に編み出された特
許請求の範囲の記載を「邪クレイム」という。前述の
とおり，実務者に期待されるのは，如何に発明を有利
に特定するのかである。ところが，そのような期待が
行き過ぎると，発明は，特定されるのではなく，捻出

4 4

される。そのような過度な期待の典型例は，（イ）公
知・容易想到性の回避，及び（ロ）発明の秘匿であ
る。しかも，発明が捻出されると，技術も捻出され
る。発見が法上の「発明」（特許法第 2条第 1項）で
ある場合（23）（24）も然りである。具体的には，以下のと
おりである。
　表 5で示されるのは，捻出例である。本来の解決手
段のうち「原材料」は，言い換えられて，「（原材料
の）含有成分」となる。また，残りの解決手段「調合
比」は，言い換えられて，「含有成分の濃度比」とな
る。さらに，本来の発明の官能特徴「焦げ臭い」は，
肯定的に変換されて，「コクの一要素」となる。すな
わち，本来の課題「果実飲料のコスト低減」は，言い
換えられて，「果実飲料のコクの向上」となる。本来
の発明を特定するのは，請求項Xであるが，捻出さ
れた発明を特定するのは，邪クレイム「請求項Y」で
ある。請求項Yで特定される「成分 Bに対する成分

表 5　捻出例

本来の発明 捻出 捻出された発明
課題 果実飲料のコスト低減 ⇒ 果実飲料のコクの向上

解決手段

原材料：
・�果実の加熱濃縮液
（安価）
・�果実の非加熱濃縮
液（高価）

⇒
⇒

⇒

含有成分：
・�加熱濃縮液の含有
成分A

・�非加熱濃縮液の含
有成分B

調合比：
加熱濃縮液：非加熱
濃縮液＝ 2：1 ⇒

含有成分の濃度比：
A／ B＝ 1.0～3.0
※�数値範囲は，数
個のサンプルの最
大値及び最小値で
ある。

官能特徴：
加熱濃縮液は，焦げ
臭い。

⇒
官能特徴：
焦げ臭は，コクの一
要素である。

特許請求
の範囲

【請求項X】
果実飲料の製造方法
であって，それを構
成するのは，少なく
とも次の工程であ
る：
調合：果実の非加熱
濃縮液及び果実の加
熱濃縮液をそれぞれ
1：2 で 調 合して，
果実飲料とする。

⇒

【請求項Y】
果実飲料であって，
その含有成分 B に
対する成分 Aの濃
度比（A ／ B）は，
1.0～3.0 である。
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Aの濃度比（A／ B）」は，所謂，特殊パラメータで
ある。特殊パラメータが多用されるのは，その公知性
の立証が困難だからである。公知資料が見つからなけ
れば，特許出願は拒絶されない。また，特許の有効性
も否定されない。そのような邪な心を体現したのが，
当に，特殊パラメータ発明である。

　（４）　明細書の起草の現状
　明細書の起草の現状を端的に言えば，特許請求の範
囲の記載の切り貼り（以下，「切り貼り実務」という
こともある。）である。具体的には，以下のとおりで
ある。

　（４－1）　切り貼り実務
　多くの明細書で採用されているのは，特許請求の範
囲の記載の切り貼りである。すなわち，【課題を解決
するための手段】欄に記載されているのは，特許請求
の範囲の記載の写し又は書き下し文である。さらに，
【発明の実施の形態】欄に記載されているのは，特許
請求の範囲の記載の写し又は書き下し文に付番したも
のである。表 6で示されるのは，切り貼り実務の例で
ある。

表 6：切り貼り実務の例

【書類名】特許請求の範囲 【書類名】明細書

【請求項 1】
　豆電球と，
　前記豆電球が取り付けられ
る傘部と，
を備える卓上灯。

【課題を解決するための手段】
　本発明は，次のとおり。
　（1）豆電球と，前記豆電球
が取り付けられる傘部と，を
備える卓上灯。

【発明の実施の形態】
　卓上灯 1は，豆電球 10 と，
豆電球 10 が取り付けられる
傘部 20 と，を備える。

　（４－2）　切り貼り実務の目的
　切り貼り実務の目的は，形式的サポート要件の具備
である。すなわち，切り貼り実務で回避されるのは，
（イ）明細書の不記載用語の特許請求の範囲での記載，
及び，（ロ）特許請求の範囲及び明細書間での用語の
揺らぎである（25）。実際に，筆者が指導されたのも，
切り貼り実務である。具体的には，「用語の揺れはダ
メ。用語が揺れないように，クレイムを切り貼りしな
さい。」とか，適切か否かは措くとして，「クレイムを
切り貼りすれば，『発明の詳細な説明に記載した

4 4 4 4

』（特

許法 36 条第 6項第 1号）ことになる。」というもので
ある。つまり，切り貼り実務を実践する理由は，形式
的サポート要件違反の回避である。

　（４－3）　実質的サポート要件の具備
　では，どのように実質的サポート要件を具備するの
か。ここでも，実務者が採用するのは，切り貼り実務
である。一般的に，特許請求の範囲の記載に反映され
ているのは，課題解決の作用機序である。そのような
特許請求の範囲の記載を切り貼りすれば，課題解決の
作用機序は，認識される。それ故，諸先輩方が言われ
るとおり，「クレイムがキマ（決ま）れば，後は簡単」
なのである。

　（５）　サポート要件争点化の真因
　サポート要件争点化の真因は，課題解決の作用機序
及び実験結果の意義（考察）が蔑ろにされていること
である。すなわち，特許請求の範囲の記載の巧拙を問
わず，明細書の記載は，旧態依然，特許請求の範囲の
記載の写し又は書き下し文にすぎない。特許請求の範
囲の拙い記載に反映されないのは，課題解決の作用機
序及び実験結果の意義（考察）である。とりわけ，邪
クレイムに反映されているのは，前述のとおり，実務
者の邪な心にすぎない。しかも，発見が法上の「発
明」（特許法第 2条第 1項）の場合，その裏付け実験
ですら杜撰である。それ故，明細書を通覧しても，発
明が理解できない。具体的には，以下のとおりである。

　（５－1）　特許請求の範囲の正当化
　特許請求の範囲（技術の拡張）を正当化するのは，
課題解決の作用機序である。技術に応用されるのは，
既知の作用機序である。既知の作用機序を例示する
と，自然法則や技術常識などである。
　図 4が示すのは，技術及び特許請求の範囲の関係で
ある。技術及び特許請求の範囲の関係を喩えると，本
影及び半影の関係である。技術を照らす方向が真っ直
ぐであれば，本影が生じるのは，技術の真下である。
言い換えると，本影は，技術の正射影である。しか
も，技術を照らす距離が適切であれば，半影が生じる
のは，本影の周囲である。半影の中心と一致するの
は，本影の中心である。言い換えると，技術を正しく
理解することで，課題解決の作用機序を見抜く。課題
解決の作用機序を見抜くと，技術が適切に拡張され，
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発明となる。つまり，この発明を特許請求（クレイ
ム）すれば，発明は，保護される。

図 4　技術及び特許請求の範囲の関係

　（５－2）　発見
　発見が法上の「発明」（特許法第 2条第 1項）であ
る場合，特許請求の範囲を正当化するのは，実験結果
の意義（考察）である。実験結果を考察し，その意義
を認識する。作用機序は，その存否も含め，未知である。
　図 5で示されるのは，実験結果及び特許請求の範囲
の関係である。実験結果及び特許請求の範囲の関係を
喩えると，やはり，本影及び半影の関係である。実験
結果を適切に照らせば，本影及び半影は，適切に生じ
る。言い換えれば，実験結果を正しく理解すること
で，実験結果の意義を見抜く（考察する）。実験結果
の意義を見抜くと，実験結果が適切に拡張され，発見
となる。その後，再現実験が施されることで，この発
見が晴れて正当化される。つまり，この発見を特許請
求（クレイム）すれば，発見は，保護される。

図 5　実験結果及び特許請求の範囲の関係

　（５－3）　不適切例
　（イ）技術への無関心
　図 6で示されるのは，技術への無関心である。技術
は，認識されるも，理解されない。技術を照らす方向
が真っ直ぐでも，技術を照らす距離が長すぎると，半

影は，収束して，本影となる。言い換えると，技術を
関心なく観察しても，課題解決の作用機序を見抜けな
い。課題解決の作用機序を見抜けないと，技術は，拡
がらない。つまり，この技術を特許請求しても，発明
は，保護されない。
　発見の場合も同様に，実験結果の意義を見ぬけなけ
れば，実験結果それ自体が特許請求される。実験結果
それ自体を特許請求しても，発見は，必ずしも保護さ
れない。

図 6　技術への無関心

　（ロ）技術の誤解
　図 7で示されるのは，技術の誤解である。技術を照
らす方向が真っ直ぐでも，技術を照らす距離が短すぎ
ると，半影は，過度に拡張する（図 7a）。他方，技術
を照らす方向が傾いていると，半影は，ズレる（図
7b）。言い換えると，技術を誤解すると，課題解決の
作用機序を見抜けない。課題解決の作用機序を見抜け
ないと，技術は，不適切に拡がる。つまり，そのよう
な非発明は，特許請求しても，保護されない。
　発見の場合も同様に，実験結果を誤解すると，実験

図 7a　技術の誤解

図 7b　技術の誤解
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結果の意義を見抜けない。実験結果の意義を見抜けな
いと，実験結果は，不適切に拡がる。そのような非発
見は，特許請求しても，保護されない。

　（５－４）　技術の捻出（邪クレイムの起草）
　図 8で示されるのは，技術の捻出（邪クレイムの起
草）である。前記（ 5－ 2）及び（ 5－ 3）とは異な
り，技術は，そもそも照らされない。なぜなら，技術
を照らしても，所望の半影（特許請求の範囲）が生じ
ないからである。そこで，所望の特許請求の範囲を最
初に決めて，そこから技術を捻出し，或いは，逆算す
る。つまり，課題解決の作用機序は，存在しない。
　発見の場合も同様に，所望の特許請求の範囲を最初
に決めて，そこから実験結果を捻出し，或いは，逆算
する。つまり，実験結果の意義（考察）は，存在しない。

図 8　技術の捻出（邪クレイムの起草）

　付言すると，とりわけ食品特許の場合，その明細書
を通覧しても明らかでないのは，実施例で示している
のが発見の裏付けなのか，それとも，発見の端緒
（きっかけ）にすぎないなのか，という点である。仮
に後者であるならば，実施例で裏付けられるべきは，
特許請求の範囲で特定された数値範囲の両端である。
しかし，数多の明細書において，当該数値範囲の両端
は，支持されていない。そのような事情から察する
に，実施例で示されているのは，発見の裏付けではな
く，発見の端緒にすぎない。

　（５－５）　邪クレイムの切り貼り例
　表 7で示されるのは，邪クレイムの切り貼り例であ
る。特許請求の範囲に記載されているのは，邪クレイ
ムである。また，【課題を解決するための手段】に記
載されているのは，邪クレイムの書き下し文である。
そこでは，課題解決の作用機序は，何ら説明されな
い。実験結果の意義（考察）も然りである。しかも，
表 5 で示すとおり，【発明が解決しようとする課題】
に記載されているのは，捻出された課題である。その
ような実務は，狙い澄まして裁かれた（26）（27）（28）（29）。何

故，「果実飲料」の各成分「濃度比（A／ B）」を制御
すると，「コクの向上」が達成できるのか，説明せよ。
そのように指摘されても，特許権者が回答できるはず
もなく，反論しても，その内容は，精々，「形式的サ
ポート要件が充足されていればよい。」という旨にすぎ
ない。

表 7：邪クレイムの切り貼り例

【書類名】特許請求の範囲 【書類名】明細書

【請求項 1】
果実飲料であって，
その含有成分 Bに対する成
分Aの濃度比（A／ B）は，
1.0～3.0 である。

【発明が解決しようとする課題】
　本発明が解決しようとする
課題は，果実飲料のコクの向
上である。

【課題を解決するための手段】
　本発明は，次のとおり。
（1）果実飲料であって，
その含有成分 Bに対する成
分Aの濃度比（A／ B）は，
1.0～3.0 である。

　（５－６）　小括
　以上のとおり，サポート要件争点化の真因は，課題
解決の作用機序及び実験結果の意義（考察）を蔑ろに
した点である。特許請求の範囲の記載の巧拙を問わ
ず，明細書の記載は，旧態依然，特許請求の範囲の記
載の写し又は書き下し文にすぎない。特許請求の範囲
の稚拙な記載に表現されないのは，課題解決の作用機
序及び実験結果の意義（考察）である。とりわけ，邪
クレイムが表現しているのは，欲にすぎない。明細書
に切り貼りされた欲を精読したところで，発明を理解
できる訳はない。つまり，裁判所が炙り出したのは，
実務の甘さであり，具体的には，邪クレイムの存在及
び切り貼り実務の疾しき踏襲である。

　（５－７）　付言－慣用表現「発明の本質」の再考－
　慣用表現「発明の本質」は，本来の意図通りに使用
されているのだろうか。図 9で示されるのは，技術及
び発明，並びに実験結果及び発明の関係である。「本
質」の辞書上の意味（30）に照らせば，技術に対応する
のが「現象」であるのに対して，作用機序に対応する
のが「本質」である。発見の場合も同様に，実験結果
に対応するのが「現象」であるのに対して，実験結果
の意義（考察）に対応するのが「本質」である。少な
くとも言えるのは，発明及び発見は，「現象」ではな
い。つまり，慣用表現「発明の本質」の意図を正しく
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理解すると，それは，「技術の本質」及び「実験結果
の本質」である。慣用表現「発明の本質」を活かすな
らば，「発明品

4

の本質」及び「発見品
4

の本質」である。

図 9　技術及び発明，並びに実験結果及び発見の関係

　（６）　原点回帰
　我々実務者が立ち返るべきは，叩き込まれた心得
「発明の本質を見抜け」である。課題及びその解決手
段を観察して，課題解決の作用機序を見抜く。実験結
果を観察して，その意義を考察する。課題解決の作用
機序を見抜いたら，或いは，実験結果の意義を考察し
たら，特許請求の範囲を起草する。先行技術も当然考
慮するが（発明の相対的理解），それは，発明の本質
を見抜いた（発明の絶対的理解）後である（31）。その
ような所作が軽んじられると，拙いクレイムが増加す
る。拙いクレイムが増加すると，それに紛れて邪クレ
イムが横行する。
　付言すれば，裁判沙汰になれば，邪クレイムは，十
中八九，潰れる。裁判外の交渉時であっても，邪クレ
イムの役割は，せいぜい，張り子の虎程度である。邪
クレイムを主張して，競合の事業を差し止める。その
ような暴挙は，慎むべきである。

3.結論
（1�）サポート要件違反の真因は，課題解決の作用機序
及び実験結果の意義（考察）を蔑ろにした点であ
る。

（2�）裁判所が炙り出したのは，実務の甘さであり，具
体的には，邪クレイムの存在及び切り貼り実務の疾
しき踏襲である。

（3�）我々実務者が立ち返るべきは，叩き込まれた心得
「発明の本質を見抜け」であり，具体的には，課題
解決の作用機序を見抜くこと，及び，実験結果の意
義を見抜く（考察する）ことである。

４.終わりに
　以上の論述を砕いて述べるならば，次のとおりであ
る。今まで，邪なクレイムだって，特許してくれた

じゃないか。それが恐らく実務者の本音であろう。と
ころが，そんな何時ものノリは，狙い澄ましたかの如
く裁かれた。それが一連のサポート要件判決である。
事業部が要請すれば，邪なクレイムでも裁判しなけれ
ばならない。邪なクレイムで裁判したら，突然のサ
ポート要件違反で，はい，それまでよ。我々実務者が
肝に銘じるべきは，「本当は怖いサポート要件と発明
の本質」是なり。
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験のあるべき姿を厳格に求める前提として示された理由につ
いて疑問の余地はある」

（4）桑城伸語，「食品関係に係る裁判例の検討」（月刊パテント
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